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平成２８年（ワ）第２４０７号 自衛隊南スーダンＰＫＯ派遣差止等請事件 

原  告  平 和子 

被  告  国 

  

 

２０１７（平成２９）年２月１７日 

 

証 拠 説 明 書 

 

 

札幌地方裁判所 民事１部合議 御中 

原告訴訟代理人 

弁護士 佐 藤 博 文 

外 

  

記 

 

頭書事件につき、下記のとおり証拠説明を行なう。 

  なお、事案の性質上、刻々と変化する南ス－ダン情勢や国連ＰＫＯ、政府・自衛隊の活動経緯を

主張立証していくことになるが、これらは主として日々の新聞やインタ－ネット情報に拠ることに

なり、相当な点数になっていくことが予想される。 

そこで、請求原因事実に係わる基本的な文書と区別し、これを甲Ａ号証とし、前述した時系列的

に積み上げていく新聞記事等を甲Ｂ号証として提出することにする。 

 

  

号 証 標  目 

(原本・写しの別)  

作 成 日 作 成 者 

  

立 証 趣 旨 

甲Ａ 

１８ 

外務省南ス－

ダン基礎デ－

タ 

写

し 
2017.2.10 外務省 

南ス-ダン共和国の概要（請求

原因「第２」１⑹⑺⑻に係わ

る） 

甲Ａ 

１９ 

南ス－ダンの

主要民族 

写

し 
2017.2.10 

国連人道問題

調整事務所（イ

ンタ-ネット） 

南ス－ダンにおける主要民族

の分布状況。 

石油鉱区と石油パイプライン

の存在状況。 
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甲Ａ 

２０ 

平成 25年度統

合幕僚学校委

託研究「主要

国の対アフリ

カ戦略に基づ

く投資/支援

に関する調査

研究」 

写

し 
2014.3.24 

一般財団法人 

平和・安全保障

研究所 

アフリカは、豊富な地下資源

を持ち、将来の経済成長が見

込まれ、「地球上最後の巨大市

場」「資本主義最後のフロンテ

ィア」と言われる（１４８頁

参照）。南ス－ダンはその枢要

部に位置していること。 

甲Ａ 

２１ 

「 成 長 大 陸 

広がる商機」

朝 日 新 聞

2016.8.26付 

写

し 
2016.8.26 朝日新聞社 同上。 

甲Ａ 

２２２２ 

国連 PKO の展

開状況 

写

し 
H29.1 外務省 

現在地球上で活動している１

６のうち９つがアフリカ地域

で、そのうち５つが南スーダ

ンとその隣国であること。 

文民要員や警察要員よりも軍

事要員の派遣が突出して多い

こと 

甲Ａ 

２３ 

各国の国連Ｐ

ＫＯ参加状況

（国連ホ－ム

ペ－ジ） 

写

し 
2016.8 国際連合 

国連ＰＫＯに対する世界各国

の派遣状況（任務の内容及び

その人数） 

甲Ａ 

２４ 

ソマリア沖・

アデン湾にお

ける海賊対処 

写

し 
2017.2 防衛省 

ジブチの自衛隊基地の実態と

活動状況について（請求原因

「第２」１⑼に係わる） 

甲Ａ 

２５ 

ジブチに建設

される海上自

衛隊基地をめ

ぐって 

写

し 
2017.2 

ロシアの声（旧

「国営モスク

ワ放送」） 

自衛隊ジブチ基地が、日本の

UNMISS 参加時(2011.7)に開

設されたこと。これに対して、

西側諸国のアフリカ・中東進

出に批判的な国（ロシア・中

東等）からどう見られていた

かについて。 

甲Ａ 

２６ 

ワ-ク国防長

官との会談結

果概要 

写

し 
2014.12 防衛省 

河野統合幕僚長が「ジブチは

海賊対処のみならず、他の活

動における拠点にしたい」「防
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衛駐在官の増派も検討してお

り、AFRICOM と連携を強化し

たい」と述べたこと。 

AFRICOM とは、アメリカアフ

リカ軍のことで 2008.9.30 よ

り実働。アメリカ欧州軍とア

メリカ中央軍およびアメリカ

太平洋軍の分担範囲を調節

し、エジプトを除くアフリカ

全土を担当範囲とする。しか

し、全アフリカ諸国に駐留を

拒否され、大陸内に未だ司令

部を置けないでいる。 

甲Ａ 

２７ 

JOINT STAFF 

PRESS RELAESE 

平成２８年度

第１回在外邦

人等輸送訓練

について 

 

写

し 
2016.8.22 統合幕僚監部 

自衛隊ジブチ基地を、日本国

内の自衛隊基地と南ス－ダン

PKO 活動を直接つなぐ中継基

地にし、自衛隊員や武器、物

資、邦人輸送を行なう訓練が

なされていること。 

甲Ａ 

２８ 

ブル－ヘルメ

ッ ト － 国 連

軍・平和維持

への闘い（一

部抜粋） 

写

し 
1986.12.25 国際連合 

国連 PKO の特徴、国連憲章規

定、活動内容及びその性格。 

甲Ａ 

２９ 

国連事務総長

の告示（国連

部隊による国

際 人 道 の 遵

守） 

写

し 
1999.8.12 国連事務総長 

PKO の軍事要員に国際人道法

＝国際交戦法規が適用される

とした。 

甲Ａ 

３０ 

安全保障理事

会「国際連合

平和活動に関

するパネル報

告書」 

写

し 
2000.8.21 

国連安全保障

理事会 

PKO 活動の「公平性の原則」

につき、現地勢力に対して等

距離中立ではなく、国連憲章

の原則とそれに基づく任務に

忠実に活動することと再構成

し、PKO 要員は自己の生命・

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB
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身体だけではなく、PKO 部隊

や保護対象に対する攻撃があ

った場合には、その根源を鎮

圧するために十分な反撃がで

きるよう強力な交戦規則

（ROE）を有することが必要だ

とした。 

甲Ａ 

３１ 

国連平和維持

活動－原則と

指針 

写

し 
2008 国際連合 

過去６０年にわたる、６０件

を超える活動の経験をとりま

とめたもの。国連平和維持活

動の軌跡、立案、マンデ－ト

完遂の秘訣などが論じられて

いる。 

甲Ａ 

３２ 

国連平和維持

活動（PKO）の

発展と武力行

使をめぐる原

則の変化 

写

し 
2010.1 

外 交 防 衛 課 

松葉真美 

ブラヒミ・レポ－トを中心に、

国連憲章第７章の任務を持

ち、強力な交戦規則（ＲＯＥ）

を有するに至った今日のＰＫ

Ｏと武力行使の範囲について

の解説。 

甲Ａ 

３３ 

「我が国の国

際平和協力業

務 の 実 績

（ H27.12.16

現在） 

写

し 
2015.12 外務省 

標目のとおり。 

国連ＰＫＯの軍事化の進展と

我が国のＰＫＯ協力法との乖

離が決定的となり、自衛隊の

派遣は現在では本件のみであ

ること。 

甲Ａ 

３４ 

PKO 武器使用

拡大の現実 

写

し 
2016.3.1 しんぶん赤旗 

「駆け付け警護」の内容を説

明したもの 

甲Ａ 

３５ 

実力行使を伴

う救出の流れ

(イメ-ジ図) 

写

し 
2012.3.27 

防衛省（内部資

料） 

2016 年 3 月 1 日付赤旗新聞

（甲Ａ３４）で掲載されてい

る図 

甲Ａ 

３６ 

平和安全法制

における米軍

等 の 部 隊 の 

武器等防護の

国内法上の位

置づけ 

写

し 
2016.7 

外交防衛委員

会調査室  横

山絢子 

標目のとおり。 
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甲Ａ 

３７ 

自衛隊法第９

５条の２の運

用に関する指

針 

写

し 

2016.12.22 

 

国家安全保障

会議 
標目のとおり。 

甲Ａ 

３８ 

政府が自衛隊

法第９５条の

２の運用に関

する指針を決

定したことに

抗議し、その

撤回と安保法

制の廃止を求

める会長声明 

写

し 
2017.2.1 

東京弁護士会 

会長小林元治 

「自衛隊法第９５条の２の運

用に関する指針」（甲Ａ３７）

に対して撤回を求める東京弁

護士会の意見表明。自衛隊が

武力の行使に及ぶことはな

く、憲法９条で禁止された「武

力の行使には当たらない」と

する見解を批判している。 

甲Ａ 

３９ 

「安保理決議

2206(2015 年)

によって設置

された南ス-

ダンに関する

専門家委員会

の 暫 定 報 告

書」（2015年 8

月 20日）の一

部日本語訳 

写

し 

2016  通常

国会 

志位和夫衆議

院議員事務所 

南ス-ダン政府軍による民間

人への残虐行為を詳述してい

る。 

甲Ａ 

４０ 

「南ス-ダン

共和国におけ

る紛争の解決

に関する合意

（2015 年 8 月

26日）」の一部

日本語訳 

写

し 

2016  通常

国会 

志位和夫衆議

院議員事務所 

前記の実情に基づき「悲劇的

な紛争を終結させる緊急の必

要性」を強く呼びかけている

文書。 

甲Ａ 

４１ 

南ス－ダンミ

ッションの見

直しに関する

国連事務総長

特別報告書 

写

し 
2015.11.23 国際連合 標目のとおり。 
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甲Ａ 

４２ 

南ス－ダンミ

ッションの見

直しに関する

国連事務総長

特別報告書の

一部日本語訳 

写

し 

2016  通常

国会 

志位和夫衆議

院議員事務所 

停戦合意に反する行為が続い

ており、避難民が増加し、難

民キャンプの治安も悪化して

いること 

甲Ａ 

４３ 

安保理決議

2252（2015年

12月 15日）の

一部日本語訳 

写

し 

2016  通常

国会 

志位和夫衆議

院議員事務所 

国連安保理が、南ス－ダンの

深刻な事態に対して、「深い警

戒と懸念を再表明」した。 

甲Ａ 

４４ 

治安の悪化と

その継続を懸

念する UNHCR

（国連難民高

等弁務官事務

所）の配信記

事(2016.1.8)

の一部日本語

訳 

写

し 

2016  通常

国会 

志位和夫衆議

院議員事務所 

「全体的に見て、南ス-ダンの

中でもこれまで比較的安定し

ていた地域で、憂慮すべき事

態が展開している」等と、深

刻さを訴えている。 

甲Ａ 

４５ 

国連広報 2016

年 1月 21日付

の一部日本語

訳 

写

し 

2016  通常

国会 

志位和夫衆議

院議員事務所 

全ての側による「衝撃的な」

犯罪の中には民間人の虐殺、

輪姦等があると国連広報が述

べる。 

甲Ａ 

４６ 

安 保 理 決 議

2206 に基づく

南ス-ダン専

門家パネルの

最 終 報 告

(2016 年 1 月

22 日国連安保

理 議 長 に 送

付)の一部日

本語訳  

写

し 

2016  通常

国会 

志位和夫衆議

院議員事務所 

「支配層の政治構想として始

まった南ス-ダンの内戦は、そ

の後２年間に部族の戦争に深

化し」「容赦のない戦争によっ

て、人道的な大惨事が悪化の

一途をたどっている」と記述

されている。 

「UNMISS 要員は当たり前の

ように攻撃され、いやがらせ

を受け、拘束され、脅迫され、

威嚇されている。」｢2013年 12

月の戦争開始以来、［本報告

の］執筆時点で４３人の人道



7 

 

援助要員が殺害されている｣

とある。 

甲Ａ 

４７ 

UNMISS と 

ONHCR が 2016

年 1月 21日に

発表した報告

書の一部日本

語訳 

写

し 

2016  通常

国会 

志位和夫衆議

院議員事務所 

「南ス-ダンの長期化する紛

争下での人権状況」を報告し

たもので、内戦の状況を示し

ている。 

甲Ａ 

４８ 

合同監視評価

委員会のフェ

スタス・モハ

エ議長の開会

声明(2016年 2

月 2 日､ジュ

バ)の一部日

本語訳 

写

し 

2016  通常

国会 

志位和夫衆議

院議員事務所 

南ス－ダン和平合意が「危機

に瀕していることをきわめて

憂慮している」と述べ、深刻

な事態を訴えている。 

甲Ａ 

４ ９ の

１ 

南ス－ダン・

マラカル国連

保護区の写真

（破壊される

前） 

写

し 
2015.12.4 

不明。 

下記「国境なき

医師団日本の

提供」 

標目のとおり。 

 

甲Ａ 

４ ９ の

２ 

南ス－ダン・

マラカル国連

保護区の写真

（襲撃され破

壊 さ れ た 後

前） 

写

し 
2016.3 

国境なき医師

団 日 本

（ MSFjapan ）

2016.3.3 

標目のとおり。 

甲Ａ 

５０ 

南ス-ダン内

戦に自衛隊は

どう対処した

か 

写

し 
2016.4 

布施裕仁（世界

2016.4号掲載） 

南ス-ダン内戦の経緯と、自衛

隊の対応。 

甲Ａ 

５１ 

「南ス－ダン

派遣施設隊第

５次要員に係

る教訓要報」

について 

写

し 
2014.11.17 

陸上自衛隊研

究本部 

UNMISS 司令部からジュバ国

連施設防護の指示があり、そ

の内容に「『火網』の連携」が

あったこと、これに対して自

衛隊は、憲法９条及びＰＫＯ
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協力法に反するとの認識か

ら、一時、部隊の撤退を計画

したこと。 

２０１３年１２月１５日、ジ

ョングレイ州ボルの駐屯して

いた韓国部隊から自衛隊部隊

に対して小銃弾１万発の譲渡

依頼があり、小銃弾１万発を

提供（補給）したこと。 

以上は憲法９条違反の事態が

起きていたことを示す。 

甲Ａ 

５２ 

イラク自衛隊 

「戦闘記」 

写

し 
2007.3.22 佐藤正久 

「治安維持活動に触れれば、

集団的自衛権の問題を避けて

通ることはできない」と述べ

たこと。 

甲Ａ 

５３ 

2003-2004 自

衛隊装備年鑑 

 

写

し 
2003.7.15 朝雲新聞社 

自衛隊が南ス-ダンに持って

行っている武器とその性能 

甲Ａ 

５ ４ の

１ 

南スーダンに

おける自衛隊

の PKO 活動任

務に関する質

問主意書 

 

写

し 
2016.9.26 

照屋寛徳衆議

院議員 

南ス-ダンに派遣された自衛

隊員にジュネ－ブ条約の「捕

虜」の権利があるか質問がな

されたこと。 

甲Ａ 

５ ４ の

２ 

前記の答弁書 
写

し 
2016.10.4 

内閣総理大臣

安倍晋三 

上記質問に対して、苦しい弁

解をしているが、結局のとこ

ろ直接適用されるものでない

ことを認めたこと。 

甲Ａ 

５ ５ の

１ 

銃撃と IED で

四肢が吹き飛

ぶ 戦闘外傷

からのサバイ

バル “駆け

付け警護”自

衛隊は戦死者

続出！ 

写

し 
2016.8 

軍事研究 2016

年8月号 

元陸上自衛隊

富士学校・衛生

学校研究員，ア

ジア事態対処

医療協議会理

事長  照井資

自衛隊員には戦場救護の装備

も教育もないこと。 
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規 

甲Ａ 

５ ５ の

２ 

実効性疑わし

い！陸自救命

ド ク ト リ ン

｢10 分 1 時間｣

中国軍にも勝

てぬ低レベル

教育と装備リ

スト「駆け付

け警護」で部

隊 は 崩 壊 す

る！ 

写

し 
2016.10 

軍事研究 2016

年10月号 

元陸上自衛隊

富士学校・衛生

学校研究員，ア

ジア事態対処

医療協議会理

事長  照井資

規 

自衛隊員には戦場救護の装備

も教育もないこと。 

甲Ａ 

５６ 

駆け付け警護

訓練開始 戦

場救護は 

写

し 
2016.8.26 

東 京 新 聞

2016.8.26 

自衛隊員には戦場救護の装備

も教育もないこと。 

甲Ａ 

５ ７ の

１ 

自衛隊員の自

殺、殉職等に

関する質問趣

意書 

写

し 
2015.5.28 

阿部知子衆議

院議員 

自衛隊員の自殺者数及び原因

について質問がなされたこと 

甲Ａ 

５ ７ の

２ 

前記の答弁書 
写

し 
2015.6.5 

内閣総理大臣

安倍晋三 

「イラク特措法に基づく活動

に従事し、在職中に自殺した

自衛隊員数は、陸上自衛隊員

が二十一人、海上自衛隊員が

零人及び航空自衛隊員が八

人」などの答弁がなされたこ

と 

甲Ａ 

５ ８ の

１ 

イラク派兵自

衛隊員の自殺

率の算出及び

比較等に関す

る質問主意書 

写

し 
2015.6.22 

阿部知子衆議

院議員 

イラク派兵自衛隊員の自殺率

の算出及び比較について、質

問がなされたこと 

甲Ａ 

５ ８ の

２ 

前記の答弁書 
写

し 
2015.6.30 

内閣総理大臣

安倍晋三 

「防衛省においては、イラク

特措法に基づく活動に従事し

在職中に自殺した自衛隊員の

自殺による死亡率について



10 

 

は、同省でこれまでに把握し

た客観的なデータに基づき算

出したものであるため、適切

であると考えている」などの

答弁がなされたこと 

甲Ａ 

５ ９ の

１ 

イラク派兵自

衛隊員の自殺

率の算出及び

比較等に関す

る再質問主意

書 

写

し 
2015.7.2 

阿部知子衆議

院議員 

イラク派兵自衛隊員の自殺率

の算出及び比較について再度

の質問がなされたこと 

甲Ａ 

５ ９ の

２ 

前記答弁書 

写

し 

 

2015.7.10 
内閣総理大臣

安倍晋三 

「自殺、②病死、③事故、④

その他の死因、⑤死亡者の合

計人数及び⑥死亡者に占める

自殺者の割合」 

「陸上自衛隊」「平成二十六年

度 ①四十三人 ②三十六人 

③四人 ④六人 ⑤八十九人 

⑥約四十八・三パーセント」 

「２ イラク特措法に基づく

活動」 

「陸上自衛隊員 ①二十一人 

②十五人 ③九人 ④零人 

⑤四十五人 ⑥約四十六・七

パーセント」などの答弁がな

されたこと 

甲Ａ 

６ ０ の

１ 

国を被告とす

る自衛官人権

裁判に関する

再質問主意書 

写

し 

 

2015.5.8 
照屋寛徳衆議

院議員 

「現下自衛隊内における上官

や同僚らによる自衛官に対す

るイジメ、パワハラ､セクハラ

等を原因とし、当該自衛官が

自殺に追い込まれた、あるい

は身体的負傷、精神疾患など

の被害、海外派遣中の自衛官

が職務中に巻き込まれた事

件・事故などについて、報告

を求めた。 
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甲Ａ 

６ ０ の

２ 

前記答弁書 

写

し 

 

2015.5.17 
内閣総理大臣

安倍晋三 

「平成二十四年度に自殺した

自衛官の各月ごとの人数につ

いては、平成二十四年四月は

四人、同年五月は八人、同年

六月は六人、同年七月は四人、

同年八月は十一人、同年九月

は六人、同年十月は九人、同

年十一月は七人、同年十二月

は三人、平成二十五年一月は

七人、同年二月は六人、同年

三月は八人」などの報告がな

されたこと 

甲Ａ 

６１ 

中日新聞「米

帰還兵の自殺 

深刻」 

写

し 
2013.8.21 中日新聞 

米帰還兵の自殺の多さが深刻

であり、米退役軍人省や「米

イラク・アブガニスタン退役

軍人会」などが実態把握と対

策に動いていること。 

甲Ａ 

６２ 

毎日新聞「陸

自隊員に『遺

書 』 指 示  

－北部方面隊

元 隊 員 が 証

言」 

写

し 
2015.7.11 毎日新聞 

自衛隊が、隊員に「遺書」を

書かせ、“賭命義務”に殉ずる

精神教育を行なっていること 

甲Ａ 

６３ 

北 海 道 新 聞

「自衛官『命

の対価示せ』

－対外で戦う

約 束 し た っ

け」 

写

し 
2015.6.15 北海道新聞 

安保法制、特に海外派兵につ

いて現職自衛官の本音を取材

したもの。「専守防衛」下の今

までの訓練と戦場での実践は

全く異なること。 

甲Ａ 

６４ 

安保法制が自

衛隊員を殺す 

写

し 
2015.8.28 週間朝日 

安保法制により、自衛隊員の

自殺やＰＴＳＤが増えること 

甲Ａ 

６５ 

第 11次要員候

補者 第９師

団家族説明会 

写

し 
2016夏頃 

第９師団司令

部 

2016年 12月からの第 11次の

対象隊員家族に説明された内

容。 

甲Ａ 

６６ 

しんぶん赤旗

「内部文書か

写

し 
2016.4.21 しんぶん赤旗 

陸上自衛隊が、広大な敷地の

ある北海道の訓練環境を利用



12 

 

ら判明／北海

道で陸自大改

造計画／海外

派兵向け一大

訓練拠点に」 

して、海外派兵や南西諸島へ

いち早く展開する「機動運用

部隊」の一大訓練拠点とする

検討が進められていること。 

海外派兵の恒久化と強化を進

める旨の記載があること 

北部方面隊の南ス-ダン派遣

が、第１２次のうち５次にも

及んでいる理由が伺われる。 

甲Ａ 

６７ 

陸幕施設等説

明 

写

し 
2015.9.28 防衛省 

前記新聞記事で明らかにされ

た自衛隊の内部文書である。 

甲Ａ 

６８ 

元自衛官が本

気で反対する

理由－安保法

反対２０人の

声 

原

本 
2017.1.20 新日本出版社 

しんぶん赤旗日曜版のインタ

ビュ－に応じ、実名で発言す

る元自衛官の発言内容。 

甲Ａ 

６９ 

南ス－ダン派

遣 施 設 隊 

日々報告 第

１６３５号 

写

し 
2016.7.7 

南ス-ダン派遣

施設隊 

南ス-ダン派遣施設隊の活動

報告及び非開示（黒塗り）の

実態 

甲Ａ 

７０ 

南ス－ダン派

遣 施 設 隊 

日々報告 第

１６３６号 

写

し 
2016.7.8 同上 同上 

甲Ａ 

７１ 

南ス－ダン派

遣 施 設 隊 

日々報告 第

１６３７号 

写

し 
2016.7.9 同上 同上 

甲Ａ 

７２ 

南ス－ダン派

遣 施 設 隊 

日々報告 第

１６３８号 

写

し 
2016.7.10 同上 同上 

甲Ａ 

７３ 

南ス－ダン派

遣 施 設 隊 

日々報告 第

１６３９号 

写

し 
2016.7.11 同上 同上 
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甲Ａ 

７４ 

南ス－ダン派

遣 施 設 隊 

日々報告 第

１６４０号 

写

し 
2016.7.12 同上 同上 

甲Ａ 

７５ 

モ－ニングレ

ポ－ト 平成

２８年７月８

日（金） 

写

し 
2016.7.8 

中央即応集団

司令部 
同上 

甲Ａ 

７６ 

モ－ニングレ

ポ－ト 平成

２８年７月１

１日（月） 

写

し 
2016.7.11 同上 同上 

甲Ａ 

７７ 

モ－ニングレ

ポ－ト 平成

２８年７月１

２日（火） 

写

し 
2016.7.12 同上 同上 

甲Ａ 

７８ 

モ－ニングレ

ポ－ト 平成

２８年７月１

３日（水） 

写

し 
2016.7.13 同上 同上 

甲Ａ 

７９ 

防衛大臣への

要請書  

原

本 
2017.2.17 

原告平和子 

代理人弁護士

佐藤博文 

防衛大臣に対して、➀南スー

ダンＰＫＯ派遣部隊の日報を

全面的に情報開示すること、

②南スーダンＰＫＯ派遣差止

訴訟（札幌地方裁判所）にお

いて、請求原因事実に対して

具体的に認否し、公開の法廷

で主権者国民に対する説明責

任を果たすこと、③自衛隊部

隊を即時に撤退させること、

を要請したこと。 

 

 

以上 

 

 


